
※ＮＩＴＥ　：　（独）製品評価技術基盤機構

◆事故防止のために
・ガスこんろや電気ストーブなど火が付くおそれのあるものには、近づき過ぎないでください。
・火に直接あたっていなくても、火から放射される熱により衣類等に火が付きますので、注意が必要です。
・毛足の長いもの、ゆったりと垂れ下がったデザインのものなど火が付きやすい衣類には特に注意してください。
・着火したら、脱ぎ捨てたり水をかぶったりし、水が無ければ床や地面に火を押し付けて消してください。火の
　回りが速くなるので、走り回ってはいけません。

◇ 平成23年1月の重大製品事故公表情報（消費者庁） 〔単位：件　（　）内は長野県内での発生件数〕　

・テレビ（ブラウン管） ・エアコン

・ノートパソコン ・除雪機

・温水洗浄便座 ・証明器具

・温水式温風暖房機 ・ルーター

・デスクヒーター ・除湿機

・電気あんか ・冷水筒 ほか

※ 詳細な情報は、消費者庁のホームページをご覧ください。
（http://www.caa.go.jp/safety/index.html）

【発 行】 長野県 企画部 消費生活室
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　ガス機器･石油機器以外の製品に関する製品起因が疑われる事故
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　ＮＩＴＥ製品安全センターに通知された製品事故情報のうち、ガスこんろなどを使
用中に火が衣服に燃え移る「着衣着火」事故が平成21年度までの５年間に86件あ
り、死亡者が39人に上ることがわかりました。
　事故は寒い時期に多く発生し、特に高齢者の被害が目立ちます。着火の熱源と
なった製品には、ガスこんろをはじめ、電気ストーブ、ライター、電気・石油・カセット
こんろ、携帯電話・携帯音楽プレーヤーなどがありました。
　衣服に火が付くと、重いやけどや死亡にまで至ることが非常に多くあります。火を
扱う製品では、火に近づき過ぎないでください。また、火に近づく場合は、火の付き
やすい衣類などを身につけないよう注意してください。

今月のトピックス

　製品が古くなると部品等が劣化（経年劣化）し、火災や死亡事故を起こすおそれがあります。そこで、長期使
用による事故を防ぐため、平成２１年４月から「長期使用製品安全点検制度」が始まりました。消費者自身に
よる保守が難しく、重大な事故のおそれがある９品目について、購入した所有者にメーカーや輸入業者から
点検時期をお知らせし、点検を促すことで、事故を防止するための制度です。
　そのため、消費者には製品を購入する際に、メーカー等に所有者登録を行う責務、また、点検時期がきて、
製品を使用継続する場合に、必ず点検を受ける責務があります。以下の対象製品をご購入の際には、製品
に同梱されている所有者票を返送するなどして、所有者登録をしてください。そして、点検通知が届いたらメー
カーに点検を依頼しましょう。
　＜対象製品＞・・・石油給湯機、石油ふろがま、ＦＦ式石油温風暖房機、ビルトイン式電気食器洗機、
　　　　　　　　　　　　浴室用電気乾燥機、屋内式ガス瞬間湯沸器（都市ガス用/プロパンガス用）、
　　　　　　　　　　　　屋内式ガスふろがま（都市ガス用/プロパンガス用）

製品を購入したら所有者票を返送しましょう！








